
 

 

 

【適時開示体制の概要】 

 

当行の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．情報開示（ディスクロージャー）に係る基本姿勢 

  当行は、銀行法、金融商品取引法、会社法および証券取引所の定める適時開

示規則等にしたがって、ディスクロージャーを行っております。 

  特に、銀行法に基づくディスクロージャー誌、金融商品取引法に基づく有価

証券報告書は、株主・投資家、お取引先の皆さまに当行の業務および財産の状

況を開示する、重要な法定開示書類と認識しております。 

  また、これらを補完する重要な会社情報の「適時開示」についても、最新の

会社情報を迅速・正確かつ公平に提供するため、証券取引所の適時開示規則に

したがって適切に実施しております。 

  このほか当行では、株主・投資家の皆さまに適時・適切な情報をご提供する

ために、会社説明会の開催や各種財務データの自主的な開示にも積極的に取り

組んでおります。 

  なお、上記の基本姿勢は、「ディスクロージャーに関する考え方」として当

行ホームページにも掲載しております。 

 

２．適時開示に係る社内体制 

  当行の適時開示に係る担当部署は総合企画部（情報取扱責任者：総合企画部

長）であり、頭取および業務担当役員の指示・監督の下、情報開示（ディスク

ロージャー）業務を行っております。 

  情報開示につき必要な事項を定めた「情報開示規定」により、本部・営業店・

子会社等からの各種情報等は、総合企画部において一元管理される体制となっ

ており、開示は頭取の決裁を得て行っております。（ただし、取締役会が決定

した事実、報告を受けた事実にかかる開示の決定は総合企画部長が行っており

ます。） 

 また、総合企画部は、開示した情報（非開示とした情報も含みます）の内容

等について、定期的に取締役会等に報告を行っております。 

  なお、情報開示を含む内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、内

部監査部署である監査部が、原則年１回以上、法令等遵守（コンプライアンス）

の状況を含めた内部監査を実施しており、さらに、監査等委員会が経営全般の

見地から業務監査を実施しております。 

 



当行の社内体制を図示いたしますと下図のとおりとなります。 

社内体制については、必要に応じ随時見直しを行い、より一層の適時・適切

な情報開示に向けて、充実・強化に努めてまいります。 
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